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一
 

電 波 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 の 新 旧 対 照 条 文 
○ 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 の 新 旧 対 照 表           

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現    行 

 （ 免 許 を 要 し な い 無 線 局 ）  （ 免 許 を 要 し な い 無 線 局 ） 

第 六 条 法 第 四 条 第 一 号 に 規 定 す る 発 射 す る 電 波 が 著 し く 微 弱 な 無 線 局 を 次 の

と お り 定 め る 。 

第 六 条 法 第 四 条 第 一 号 に 規 定 す る 発 射 す る 電 波 が 著 し く 微 弱 な 無 線 局 を 次 の

と お り 定 め る 。 

１ ～ ３ （ 略 ） １ ～ ３ （ 同 上 ） 

４ 法 第 四 条 第 三 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 ４ 法 第 四 条 第 三 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

一 ～ 七 （ 略 ） 一 ～ 七 （ 同 上 ） 

八 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム （ 四 、 九 〇 〇 ㎒ を 超 え 五 、 〇 〇 〇 ㎒ 以 下 又

は 五 、 〇 三 〇 ㎒ を 超 え 五 、 〇 九 一 ㎒ 以 下 の う ち 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 周

波 数 の 電 波 を 使 用 し 、 主 と し て デ ー タ 伝 送 の た め に 基 地 局 と 陸 上 移 動 局 と

の 間 若 し く は 陸 上 移 動 局 相 互 間 で 行 う 無 線 通 信 （ 陸 上 移 動 中 継 局 の 中 継 に

よ る も の を 含 む 。 ） 又 は 携 帯 基 地 局 と 携 帯 局 （ 上 空 で の 運 用 を 除 く 。 ） と

の 間 若 し く は 携 帯 局 （ 上 空 で の 運 用 を 除 く 。 ） 相 互 間 で 行 う 無 線 通 信 を い

う 。 ） の 陸 上 移 動 局 又 は 携 帯 局 で あ つ て 、 か つ 、 空 中 線 電 力 が 〇 ・ 〇 一 ワ

ッ ト 以 下 で あ る も の 

八 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム （ 四 、 九 〇 〇 ㎒ 以 上 五 、 〇 〇 〇 ㎒ 以 下 又 は

五 、 〇 三 〇 ㎒ 以 上 五 、 〇 九 一 ㎒ 以 下 の う ち 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 周 波 数

の 電 波 を 使 用 し 、 主 と し て デ ー タ 伝 送 の た め に 基 地 局 と 陸 上 移 動 局 と の 間

又 は 陸 上 移 動 局 相 互 間 で 行 う 無 線 通 信 （ 陸 上 移 動 中 継 局 の 中 継 に よ る も の

を 含 む 。 ） を い う 。 ） の 陸 上 移 動 局 で あ つ て 、 か つ 、 空 中 線 電 力 が 〇 ・ 〇

一 ワ ッ ト 以 下 で あ る も の 。 

九 （ 略 ） 九 （ 同 上 ） 

 （ 登 録 の 対 象 と す る 無 線 局 ）  （ 登 録 の 対 象 と す る 無 線 局 ） 

第 十 六 条 法 第 二 十 七 条 の 十 八 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 に 掲 げ

る も の と す る 。 

第 十 六 条 法 第 二 十 七 条 の 十 八 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 に 掲 げ

る も の と す る 。 

一 ～ 六 （ 略 ） 一 ～ 六 （ 同 上 ） 

七 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 係 る 無 線 設 備

を 使 用 す る 携 帯 基 地 局 

 

八 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 係 る 無 線 設 備

を 使 用 す る 携 帯 局 

 

九 設 備 規 則 第 五 十 四 条 第 二 号 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 係 る 無 線 設 備 （ 同 号 チ

の 技 術 基 準 が 適 用 さ れ る も の に 限 る 。 ） を 使 用 す る 簡 易 無 線 局 

七 設 備 規 則 第 五 十 四 条 第 二 号 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 係 る 無 線 設 備 （ 同 号 チ

の 技 術 基 準 が 適 用 さ れ る も の に 限 る 。 ） を 使 用 す る 簡 易 無 線 局 

十 設 備 規 則 第 五 十 四 条 第 五 号 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 係 る 無 線 設 備 を 使 用 す

る 簡 易 無 線 局 

八 設 備 規 則 第 五 十 四 条 第 五 号 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 係 る 無 線 設 備 を 使 用 す

る 簡 易 無 線 局 

 （ 登 録 局 の 無 線 設 備 の 規 格 ） 

第 十 七 条 法 第 二 十 七 条 の 十 八 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 設 備 の 規 格 は 、

次 に 掲 げ る も の と す る 。 

 （ 登 録 局 の 無 線 設 備 の 規 格 ） 

第 十 七 条 法 第 二 十 七 条 の 十 八 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 設 備 の 規 格 は 、

次 に 掲 げ る も の と す る 。 

一 ～ 六 （ 略 ） 一 ～ 六 （ 同 上 ） 

別
紙

２
 



 
 

 二
 

二
 

七 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 携 帯 基 地

局 に 係 る も の 
八 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 携 帯 局 に

係 る も の 

 
九 設 備 規 則 第 五 十 四 条 第 二 号 に 規 定 す る 技 術 基 準 

十 設 備 規 則 第 五 十 四 条 第 五 号 に 規 定 す る 技 術 基 準 

七 設 備 規 則 第 五 十 四 条 第 二 号 に 規 定 す る 技 術 基 準 

八 設 備 規 則 第 五 十 四 条 第 五 号 に 規 定 す る 技 術 基 準 

 （ 登 録 局 の 開 設 区 域 ）  （ 登 録 局 の 開 設 区 域 ） 

第 十 八 条 法 第 二 十 七 条 の 十 八 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 区 域 は 、 次 に 掲 げ る

と お り と す る 。 

第 十 八 条 法 第 二 十 七 条 の 十 八 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 区 域 は 、 次 に 掲 げ る

と お り と す る 。 

一 （ 略 ） 一 （ 同 上 ） 

二 四 、 九 〇 〇 ㎒ を 超 え 五 、 〇 〇 〇 ㎒ 以 下 又 は 五 、 〇 三 〇 ㎒ を 超 え 五 、 〇 九

一 ㎒ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 局 の 開 設 区 域 は 、 総 務 大 臣 が 別 に

告 示 す る 区 域 と す る 。 

二 四 、 九 〇 〇 ㎒ を 超 え 五 、 〇 〇 〇 ㎒ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 局

の 開 設 区 域 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 区 域 と す る 。 

 三 五 、 〇 三 〇 ㎒ を 超 え 五 、 〇 九 一 ㎒ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 局

の 開 設 区 域 は 、 沖 縄 総 合 通 信 事 務 所 の 管 轄 区 域 以 外 の 区 域 と す る 。 

２ （ 略 ） ２ （ 同 上 ） 

 



 
 

 三
 

三
 

○ 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 の 新 旧 対 照 表 （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）           

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現    行 

第 九 条 の 四 法 第 四 条 第 三 号 に 規 定 す る 無 線 局 が 有 し な け れ ば な ら な い 混 信 防

止 機 能 は 、 次 の と お り と す る 。 

第 九 条 の 四 法 第 四 条 第 三 号 に 規 定 す る 無 線 局 が 有 し な け れ ば な ら な い 混 信 防 止

機 能 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 ～ 十 （ 略 ） 一 ～ 十 （ 同 上 ） 

十 一 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム （ 施 行 規 則 第 六 条 第 四 項 第 八 号 に 規 定 す

る 無 線 通 信 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 陸 上 移 動 局 及 び 携 帯 局 に つ い て は 、 次

に 掲 げ る 機 能 

十 一 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム （ 施 行 規 則 第 六 条 第 四 項 第 八 号 に 規 定 す る

無 線 通 信 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 陸 上 移 動 局 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 機 能 

イ 及 び ロ （ 略 ） イ 及 び ロ 

十 二 （ 略 ） 十 二 （ 同 上 ） 

第 四 十 九 条 の 二 十 一 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 基 地 局 、 陸 上 移 動 中 継

局 、 陸 上 移 動 局 （ 次 項 に 規 定 す る も の を 除 く 。 ） 、 携 帯 基 地 局 及 び 携 帯 局

（ 次 項 に 規 定 す る も の を 除 く 。 ） の 無 線 設 備 は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る

も の で な け れ ば な ら な い 。 

第 四 十 九 条 の 二 十 一 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 基 地 局 、 陸 上 移 動 中 継 局 及

び 陸 上 移 動 局 （ 次 項 に 規 定 す る も の を 除 く 。 ） の 無 線 設 備 は 、 次 に 掲 げ る 条 件

に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

 一 ～ 十 二 （ 略 ）  一 ～ 十 二 （ 同 上 ） 

２ 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 及 び 携 帯 局 （ 空 中 線 電 力 が 〇 ・

〇 一 ワ ッ ト 以 下 の も の に 限 る 。 ） の 無 線 設 備 は 、 前 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま

で 、 第 七 号 か ら 第 九 号 ま で 及 び 第 十 二 号 に 規 定 す る も の の ほ か 、 次 に 掲 げ る

条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

２ 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 （ 空 中 線 電 力 が 〇 ・ 〇 一 ワ ッ ト 以

下 の も の に 限 る 。 ） の 無 線 設 備 は 、 前 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 、 第 五 号 、 第 七

号 か ら 第 九 号 ま で 及 び 第 十 二 号 に 規 定 す る も の の ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合

す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

 一 （ 略 ）  一 （ 同 上 ） 

二 送 信 装 置 の 空 中 線 は 、 次 の 条 件 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 二 送 信 装 置 の 空 中 線 は 、 次 の 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

イ ・ ロ （ 略 ） イ ・ ロ （ 同 上 ） 

三 （ 略 ） 三 （ 同 上 ） 

 四 陸 上 移 動 局 又 は 携 帯 局 の 送 信 す る 電 波 の 周 波 数 は 、 通 信 の 相 手 方 と な る

基 地 局 又 は 携 帯 基 地 局 若 し く は 携 帯 局 （ 前 項 に 規 定 す る の も の に 限 る 。 ）

の 電 波 （ 他 の 無 線 局 に よ り 中 継 さ れ た も の を 含 む 。 ） を 受 信 す る こ と に よ

つ て 、 自 動 的 に 選 択 さ れ る こ と 。 

 

 五 空 中 線 系 を 除 く 高 周 波 部 及 び 変 調 部 は 、 容 易 に 開 け る こ と が で き な い こ

と 。 

 四 （ 同 上 ） 

別表第三号（第７条関係） 別表第三号（第７条関係） 

１～33 （略） １～33 （同左） 

34 ５ＧＨｚ帯無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局、陸上移動

局、携帯基地局及び携帯局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、２に

規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。 

34 ５ＧＨｚ帯無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局及び陸上移

動局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、２に規定する値にかかわら

ず、総務大臣が別に告示する値とする。 



 
 

 四
 

四
 

35～53 （略） 35～53 （同左） 

 



 
 

 五
 

五
 

○ 特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 六 年 郵 政 省 令 第 三 十 七 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 の 新 旧 対 照 条 文           

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現    行 

第 二 条 法 第 三 十 八 条 の 二 の 二 第 一 項 の 特 定 無 線 設 備 は 、 次 の と お り と す る 。 第 二 条 法 第 三 十 八 条 の 二 の 二 第 一 項 の 特 定 無 線 設 備 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 ～ 十 九 の 四 （ 略 ） 一 ～ 十 九 の 四 （ 略 ） 

十 九 の 五 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件

が 定 め ら れ て い る 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 基 地 局 及 び 携 帯 基 地 局 の

無 線 設 備 （ 次 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 

十 九 の 五 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件

が 定 め ら れ て い る 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 基 地 局 の 無 線 設 備 （ 次 号

に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 

十 九 の 六 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件

が 定 め ら れ て い る 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 基 地 局 及 び 携 帯 基 地 局 の

無 線 設 備 で あ つ て 、 同 項 第 十 一 号 に 規 定 す る 等 価 等 方 輻 射 電 力 の 上 限 値 が

〇 ・ 二 マ イ ク ロ ワ ッ ト の も の 

十 九 の 六 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件

が 定 め ら れ て い る 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 基 地 局 の 無 線 設 備 で あ つ

て 、 同 項 第 十 一 号 に 規 定 す る 等 価 等 方 輻 射 電 力 の 上 限 値 が 〇 ・ 二 マ イ ク ロ

ワ ッ ト の も の 

十 九 の 七 ～ 十 九 の 八 （ 略 ） 十 九 の 七 ～ 十 九 の 八 （ 同 上 ） 

十 九 の 九 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件

が 定 め ら れ て い る 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 及 び 携 帯 局 の

無 線 設 備 （ 次 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 

十 九 の 九 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件

が 定 め ら れ て い る 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備

（ 次 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 

十 九 の 十 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件

が 定 め ら れ て い る 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 及 び 携 帯 局 の

無 線 設 備 で あ つ て 、 同 項 第 十 一 号 に 規 定 す る 等 価 等 方 輻 射 電 力 の 上 限 値 が

〇 ・ 二 マ イ ク ロ ワ ッ ト の も の 

十 九 の 十 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件

が 定 め ら れ て い る 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 で

あ つ て 、 同 項 第 十 一 号 に 規 定 す る 等 価 等 方 輻 射 電 力 の 上 限 値 が 〇 ・ 二 マ イ

ク ロ ワ ッ ト の も の 

十 九 の 十 一 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 二 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条

件 が 定 め ら れ て い る 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 及 び 携 帯 局

の 無 線 設 備 

十 九 の 十 一 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 二 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条

件 が 定 め ら れ て い る 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 

二 十 ～ 六 十 二 （ 略 ） 二 十 ～ 六 十 二 （ 略 ） 

２ （ 略 ） ２ （ 同 上 ） 

附 則  

（ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 省 令 の 施 行 の 日 前 に 受 け た 改 正 前 の 証 明 規 則 第 二 条 第 一 項 第 十 九 号 の

五 、 第 十 九 号 の 六 及 び 第 十 九 号 の 九 か ら 第 十 九 号 の 十 一 ま で の 無 線 設 備 に 係

る 技 術 基 準 適 合 証 明 又 は 工 事 設 計 認 証 （ 以 下 「 技 術 基 準 適 合 証 明 等 」 と い

う 。 ） は 、 そ れ ぞ れ 、 改 正 後 の 当 該 各 規 定 の 無 線 設 備 に 係 る 技 術 基 準 適 合 証

明 等 を 受 け た も の と み な す 。 

３ こ の 省 令 の 施 行 の 日 前 に な さ れ た 第 二 条 第 一 項 第 十 九 号 の 五 、 第 十 九 号 の

六 及 び 第 十 九 号 の 九 か ら 第 十 九 号 の 十 一 ま で の 無 線 設 備 に 係 る 技 術 基 準 適 合
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六
 

証 明 等 の 求 め に つ い て は 、 そ れ ぞ れ 、 改 正 後 の 当 該 各 規 定 の 無 線 設 備 に 係 る

技 術 基 準 適 合 証 明 等 の 求 め と み な す 。 

 


